
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展募集要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会期 平成 29 年１１月３０日（木） 

：実施事業の業種が金属製品製造業、生産用機械器具製造業、繊維工業の事業者 

 

 平成２９年１２月 １日（金） 

      ：上記以外の事業者 

 

 

出展申込締切 平成２９年８月２１日（月） 

 

  



開催概要 

 

１．目的 

 ものづくり補助事業に取り組んだ事業者が、補助金を活用して開発した新たな製品、サ

ービス、技術等を一堂に会し展示することにより、その成果を発表するとともに販路開

拓、市場創出、企業間連携の実現、情報収集・交換等のビジネスチャンスを提供し事業化

促進を支援することを目的とします。 

さらに補助事業者の「事業化」支援を通じて中小企業・小規模事業者の経営力強化・生

産性向上を図るとともに我が国経済の活性化につなげていきます。 

 

２．名称 

 ものづくり補助事業 2017 成果発表会・商談会 in いしかわ 

 

３．開催日程  

（１）平成２９年１１月３０日（木）展示 

搬入：平成２９年１１月３０日（木） ９：００～１１：００ 

   展示：平成２９年１１月３０日（木）１２：００～１６：３０ 

   搬出：平成２９年１１月３０日（木）１６：３０～１８：３０ 

 

（２）平成２９年１２月１日（金）展示 

搬入：平成２９年１２月１日（金） ９：００～１１：００ 

   展示：平成２９年１２月１日（金）１２：００～１６：３０ 

   搬出：平成２９年１２月１日（金）１６：３０～１８：３０ 

 

４．開催会場 

  石川県地場産業振興センター 本館 大ホール 

 

５．主催 

 かが能登かなざわ中小企業応援センター（北國銀行、石川県中小企業団体中央会） 

 

６．内容 

 ①ブース展示 

  補助事業者によるブース展示 

 ②商談会 

  補助事業者と来場者による商談 

  ＊商談ブースをご用意しております。事前に来場者からの商談希望がございましたら、

お知らせします。 

 

７．入場料 

 無料 



募集内容 

 

１．出展対象者 

 平成２４年度補正ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金、平成２５

年度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業、平成２６年度補

正ものづくり・商業・サービス革新補助金、および平成２７年度補正ものづくり・商業・

サービス新展開支援補助金に取り組んだ補助事業者のうち、その成果（試作品の開発や設

備投資による生産性向上）の事業化に取り組む者。 

上記のうち、平成２４年度、平成２５年度、平成２６年度の補助事業者は、平成２９年

６月３０日までの「事業化状況・知的財産権等報告」完了者でかつ「事業化あり」としま

す。なお、平成２７年度の補助事業者は、今回の展示会までに事業化可能性のある者とし

ます。 

 

２．申込みから開催までのスケジュール 

  

 平成２９年 ８月２１日（月） 出展申込み 締切 

 ↓ 

平成２９年 ９月上旬以降 出展補助事業者決定のご連絡 

  ↓ 

平成２９年 １０月下旬 出展補助事業者説明会  

  ↓ 

平成２９年 １１月３０日（木）～１２月１日（金）開催 

 

３．出展料 

 無料 

 （ただし、搬入・搬出時の運送費、旅費、滞在にかかる費用、および、小間の基本設備 

に含まれない物は各自ご負担ください（Ｐ６参照） ） 

 

４．募集小間数 

 両日各２５小間。募集枠が埋まり次第募集を終了しますのでご了承ください。 

 

５．展示小間割 

 展示の小間割は、事務局にて調整の上、決定いたします。出展補助事業者が主催者の許

可なく小間の交換を行うことはできません。小間割図面は、出展者説明会時（１０月）に

配布します。 

 

６．出展物 

  ものづくり補助金を活用して新たに開発した製品、サービス、技術、また、それに関連

のある既存の製品、サービス、技術、および、事務局の許可するものといたします。 



なお会期中、現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止いたします。ただし、サンプ

リング・無償提供や別途事務局の認めたものは、限定的に許可する場合があります。 

  

７．出展補助事業者説明会 

  平成２９年１０月下旬 石川県地場産業振興センター （予定） 

 ※詳細決まりましたらご連絡いたします。 

 

８．会期中のブース人員配置 

 会期中は事業の成果の説明や商談のための人員（営業担当者等）をブースに常駐させ、

来訪者との商談対応をお願いします。 

 

９．会場の管理 

 会場および出展物の保全については、最善の保護と管理にあたります。天災その他の不

可抗力による事故、盗難、紛失、及びブース内における人的災害の発生については、主催

者・事務局においては責任を負いません。 

 

１０．禁止事項 

 ① 高さ２．４ｍを超える装飾物・展示物 

（やむを得ず超える場合は事務局の事前承認を必要とします） 

② 床面へのガムテープ、アンカー等による直接工作 

③ 裸火の使用 

（炎や火花を発生させる設備、ニクロム線等の露出した電熱器、石油ストーブ、アルコ

ールランプ等） 

④ 水、プロパンガス、圧縮空気の使用 

（仕様上必要な場合は、事務局の事前承認を必要とします） 

⑤ 水素を発生する商品の展示、デモンストレーション行為 

⑥ ドローンなど飛行物を操作する行為 

 

１１．申込み方法 

 参加申込書によりお申込みください。 

 

１２．申込み締切 

 平成２９年８月２１日（月） 

 

１３．出展申込み後の取消し 

 平成２９年８月２３日（水）以降の取消しについては、お受けできませんので予めご了

承ください。事前連絡なく当日出展されなかった場合、施工に関わる実費を後日請求させ

ていただくことがあります。 

 



１４．会場レイアウト（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小間仕様 

① １小間の大きさ 

幅３,０００㎜×奥行２,０００㎜×高さ２,２００㎜ 

② 基本設備 

 テーブル１台（１,８００ｍｍ×４５０ｍｍ×７００ｍｍ、白布付き） 

社名サインは黒色のゴシック体となります。 

 コンセント１個（２００Ｗ／２口）、パイプ椅子２脚 

 

 

 （参考：商談ブース） 

  

幅 ３，０００ｍｍ 

奥行２，０００ｍｍ 

高さ２，０００ｍｍ 



出展誓約書規約 

【ものづくり補助事業 2017 成果発表会・商談会 in いしかわ 出展契約書規約】 
■ 出展資格・出展申込み 

出展募集要綱に記載のある補助事業者以外は申込むことができません。出展希望事業者は、本規約の各条項

に同意したうえで申込むものとします。 

■ 展示小間位置の割り当て 

展示小間位置の割り当ては、契約日・出展規模・出展内容等を考慮の上、主催者が決定し発表します。 

■ 転貸 

出展補助事業者は主催者の許可無く、契約小間の全部または一部を他社へ転貸、売買、譲渡、交換等をする

ことはできません。 

■ 出展申込み後の取消し 

出展補助事業者が出展申込み後に申込小間の全てまたは一部を解約する場合は、必ず文書にて提出してくだ

さい。その際、出展申込を事務局が受理した日をもって出展申込み日とし、内容に応じて次の取消料を申し

受けることがあります。 

①出展申込み日から平成２９年 ８月２２日まで 無 償 

②平成２９年 ８月２３日以降 基礎小間製作費・準備費に係る実費 

■ 展示規定 

装飾方法、展示方法等は、事務局が提供する出展マニュアルに規定され、出展補助事業者はこれに従うこと

とします。なお、出展補助事業者は主催者が定める展示会趣旨に合う製品、サービス等を展示することと

し、展示内容が、本ビジネスマッチング会の趣旨にそぐわないと主催者側にて判断した場合にはその出展物

の出展をお断りすることがあります。 

また、出展補助事業者は、自社の展示が近隣の展示の妨害にならないようにしなければなりません。 

妨害、違反の有無は、主催者が出展マニュアルの規定をもとに最終判断を下し、出展補助事業者は判断に従

うものとします。 

■ 写真撮影・ビデオ撮影 

写真撮影権、ビデオ撮影権は事務局が有します。報告書等の公表データ、その他プロモーションに利用する

ことがあります。 

■ 安全性 

出展補助事業者は展示会場に適用される防火および安全にかかわるすべての法令、規則を厳守しなければな

りません。 

■ 損害責任 

主催者は理由の如何を問わず、出展補助事業者およびその雇用者または関係者が、小間を使用することによ

って発生した人および物品に対する傷害、損害等に対して一切の責任を負いません。 

出展補助事業者は、その従業員や代理人の不注意その他によって生じた、本イベントの建築物または設備に

対する一切の損害について、ただちにその損害を賠償するものとします。 

主催者は本イベントの、またその他のプロモーション用資料の中に偶発的に生じた誤字、脱字等に関する責

任は負わないものとします。 

■ 本イベントの延期・中止 

主催者の都合によって本イベントを延期・中止し、出展補助事業者が小間を使用できなくなった場合には、

一切の責任を負いません。 

主催者は、直接的にも間接的にも、自然災害の要素に帰すべき、あるいは、第三者の命令または指示に関す

る損害を出展補助事業者が被ることに責任を負いません。 

【個人情報について】 

ご登録いただきました個人情報は、主催者が「ものづくり補助事業 2017 成果発表会・商談会 in いしか

わ」の準備・運営、あるいはその紹介および出版物、各種サービスや関連情報、出展製品やサービスに関す

る情報を提供するために利用させていただきます。 

これらの正当な目的以外に無断で利用することはありません。お預かりする個人情報の取り扱いについて、

業務委託先に委託する場合がありますが、この場合にも業務委託先に対し、適切な管理・監督を行います。 

なお、提供いただきました個人情報は、事務局にて厳重に管理いたします。 

問合せ先：ものづくり補助事業 2017 成果発表会・商談会 in いしかわ 展示事務局 

（石川県中小企業団体中央会 工業支援課） ＴＥＬ : 076-267-7711 

以 上 


